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問い合わせ先
　市役所本庁舎環境政策課 （0857）20-3176

　「夏至」の 6 月 21 日から「七夕」
の７月７日までは、環境省が呼び
かける「CO2 削減／ライトダウン
キャンペーン」期間です。
　7 月 7 日（火）は、「全国一斉消
灯キャンペーン」として、20:00
〜 22:00 の間、全国のライトアップ施設や家庭での
消灯を呼びかけています。
　あかりを消して耳を澄ませ、自然を感じて、地球
の未来に想いを馳

は

せてみませんか。

夜でも明るい
日本列島

七夕の日は『クールアース・デー』

市民のみなさんの自主的
な活動をご紹介します。

※9月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、7月21日

（火）までに、ハガキかファクシミリ（ 0857-21-1594）または電子

メール（  shihou@city.tottori.lg.jp)で秘書課広報室まで。

鳥取ユネスコ協会絵てがみ教室
時：8月から毎月第1・3土曜日13:30〜15:00／所：
文化センター／容：初心者への絵てがみの作成指
導 ▽講師：三枝通天／料：1カ月千円／持：墨、すず
り、筆、絵の具、はがき（手持ちの用具で可。新品を
そろえたい人は5千円程度であっせん）／募：下記
連絡先まで電話・ファクシミリで。月・火・水の午後の
み対応、それ以外は留守番電話／連：鳥取ユネス
コ協会事務局 菅原 ・（0857）24-5009

竹之内美穂ギターリサイタル
時：7月18日（土）18:30〜／所：鳥取福音ルーテル
教会（元大工町）／容：アルハンブラの想い出（タレ
ガ）、ブエノスアイレスの春（ピアソラ）ほか／料： ▽

前売：一般2千円、大学生以下千円（当日500円増）
／主催：ギターアンサンブル・アミーゴ／連：ヤマシ
タ楽器 （0857）21-7878

問い合わせ先
　鳥取商工会議所企画広報課 （0857）32-8003

「鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル」竣工記念

～講演会～　「笑いと人生」

話し手　林
は や し や

家木
き く お う

久扇さん（落語家）
と き　7 月 7 日（火）14:45 〜 16:30
ところ　とりぎん文化会館　梨花ホール
入 場　無料　※どなたでもご来場いただけます。

と　き　7 月 5 日（日）13:00 〜 16:00
ところ　とりぎん文化会館　フリースペース
内　容　子どもたちによる地域伝統芸能、ロケットく
れよんコンサート、ガイナーレ鳥取トークショー、よ
さこい踊り、お祭りトリピーと遊ぼう、懐かしの縁日
コーナーなど　 
※先着 300 人にプレゼントあり

問い合わせ先　日本のまつり・2009 鳥取実行委員会
事務局（県庁文化政策課内） （0857）26-7843

日本のまつり・2009 鳥取

 カウントダウン 100 日前記念イベント

因幡の郷土芸能祭

　土曜夜市を郷土芸能で華やかに演出します。
と　き　7 月 4 日・25 日（土）18:30 〜 20:30
ところ　若桜橋交番前袋川土手（雨天時はパレットと

っとり 2 階 市民交流ホール）
問い合わせ先　因幡郷土芸能実行委員会 （0857）
26-0756 （0857）29-1000

第 2 回 城下町しかの蓮ウォーク

　世界の蓮が咲く鹿野のまちなみを散策しませんか。
と　き　7 月 26 日（日）
内　容　7:30 受付／ 8:30 〜 10:30 蓮ウォーク／ 11:00

〜 12:00 食育フォーラム／ 12:00 〜 13:00 昼食
ところ　しかの心（鹿野城跡公園そば）
コース　しかの心→紺屋町→上町→下町→鍛冶町→鹿

野町総合支所→大工町→山根町→鹿野城跡公園（歩
行距離 4.2195 ㌖）

参加費　1 人 1000 円　　定員　100 人
※参加者全員に温泉館ホットピア鹿野入浴券（当日限り有

効）をプレゼントします。
募集締切　7 月 17 日（金）
問い合わせ先　鳥取市西商工会内鹿野町地域活性化委
員会「城下町しかの蓮ウォーク実行委員会」 （0857）
84-2402 （0857）84-2563

　今年は平和をテーマに開催します。
と　き　7 月 18 日（土）13:30 〜
ところ　県民ふれあい会館　大ホール　※入場無料
内　容　被爆ピアノの演奏とトーク：山

や ま だ

田紗
さ や か

耶加さん
　　　　二胡の演奏とトーク：姜

ジャン

　暁
ショウイェン

艶さん
問い合わせ先　鳥取市人権コンサート実行委員会（市
役所本庁舎 4 階人権推進課内） （0857）20-3224

ひと・まち・ふれあいコンサート 2009

　鳥取の新鮮な農林水産物や、
手づくりの無添加加工品など
を詰め合わせた「とっとり・
ふるさと宅配便」の申し込み
を受け付けています。新鮮な
野菜や果物、日本海の香りの
する海産物、無添加の加工食
品などを、四季折々、年４回
お届けします。ただいま 8 月便を受付中です。
料　金　１便当たり 4500 円（４個以上の申し込みは 4

個ごとに 1000 円割引）

ふるさとの味をあの人へ

お 届 け 時 期 お 届 け す る 品 物

8 月便
8 月 7 日 発送予定

（申込締切　7 月 24 日）

砂丘らっきょう甘酢漬け・トマトケチャップ・
季節の野菜・鷲峰のかおり（せんべい）・
びわジャム・鹿野そば 4 人前（生麺）・
巨峰・ジャンボ干ししいたけ

※お届けする品物は天候などにより、変更になる場合があります。

とっとり・ふるさと宅配便

申し込み先　トットリ・アフトピア協会
（市役所第 2 庁舎農業振興課内） （0857）20-3237
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市民総合相談　　　  予約は （0857）20-3158 まで
■法律相談【電話予約制】
内　容： 法律全般（弁護士応対）
と　き： 8/12（水）・31（月）13:00 〜 16:00（定員各 5 人ずつ）
ところ： 8/12 ＝市役所本庁舎、8/31 ＝市役所駅南庁舎
予　約： 8/5（水）8:30 〜
■公正証書作成、定款・私署証書の認証など相談【電話予約制】
内　容： 遺言や任意後見、不動産賃貸借、金銭貸借、離婚にとも

なう養育費・慰謝料の支払等契約などの公正証書作成
および私署証書の認証などに関すること（公証人応対）

と　き： 8/26（水）13:00 〜 16:00（定員 5 人）
ところ： 市役所本庁舎
予　約： 8/24（月）17:30 まで
■年金制度・労働・社会保険に関する相談【電話予約制】
内　容： 採用から退職までの労働および社会保険、老後の年金を

含む生活設計などに関すること（社会保険労務士応対）
と　き： 8/5（水）13:00 〜 16:00（定員 5 人）
ところ： 市役所本庁舎
予　約： 7/29（水）17:30 まで
■土地境界に関する相談【電話予約制】
内　容： 土地境界などに関すること（土地家屋調査士応対）
と　き： 8/20（木）13:00 〜 16:00（定員 3 人）
ところ： 市役所本庁舎
予　約： 8/13（木）17:30 まで
■市民総合相談センター（市役所駅南庁舎 1 階）【予約不要】
《消費生活相談窓口》
内　容： しつこい勧誘、訪問販売、商品の欠陥など、消費生

活に関すること（専門相談員応対）
と　き： 平日 8:30 〜 17:00（面談・電話相談）

　 （0857）20-3863

《くらし 110 番相談窓口》
内　容： 日常生活の中での疑問、困り事など（専門相談員応対）
と　き： 平日 8:30 〜 17:30（面談・電話相談）

　 （0857）20-4894
平日 17:30 〜 22:00（電話相談）
　 （090）8715-9280

土日祝日 8:30 〜 22:00（電話相談）
　 （090）8715-9280

※本庁舎でも毎週月・金曜日（13:00 ～ 17:00）に面談相談を行います。

問い合わせ先 市役所市民総合相談課 （0857）20-3158
※左記相談以外にも、市役所各担当課で、人権、福祉、税、

健康などの各種相談業務を随時行っています。お気軽にご
相談ください。

女性なんでも相談
内　容： 一般（人権・教育・健康など）、法律（弁護士応対）
と　き： 一般＝ 8/6（木）・8（土）13:00 〜 15:00

法律＝ 8/17（月）13:00 〜 16:00、 
8/26（水）9:00 〜 12:00

ところ： 8/8・17・26 ＝男女共同参画センター（西町二丁目）
8/6 ＝鳥取市人権交流プラザ（幸町 151）

予　約： 7/17（金）8:30 〜　※電話などにて先着順

問い合わせ先 男女共同参画センター （0857）24-2704
行政相談
内　容： 国の仕事や手続きやサービスなど（行政相談委員応対）
と　き： 8/6（木）・12（水）・31（月）13:30 〜 16:00、

8/18（火）13:00 〜 15:00
ところ： 8/6 ＝市役所本庁舎 1 階市民談話室、8/12 ＝輝

き

な
んせ鳥取、8/18 ＝さざんか会館、8/31 ＝トスク本
店インフォメーションルーム

問い合わせ先 鳥取行政評価事務所 （0857）24-5542
※鳥取行政評価事務所においても平日（8:30 ～ 17:15）は毎日相談に応じています。

緑の相談
内　容： 植物に関する疑問、管理・育成など
と　き： 8/13・27（木）13:30 〜 16:00
ところ： 市役所駅南庁舎 1 階入口ホール（新日本海新聞社側）
問い合わせ先 県造園建設業協会東部支部 （0857）24-5221
特設人権相談
内　容： 人権問題全般（人権擁護委員応対）
と　き： 8/20（木）13:00 〜 16:00
ところ： さざんか会館
問い合わせ先 鳥取地方法務局人権擁護課 （0857）22-2289
※法務局においても平日（8:30 ～ 17:15）は毎日相談に応じています。

8 月無料相談

　弁護士などの専門家による無料相談会です。
と　き：7 月 29 日（水）13:00 〜 16:00
ところ：県庁議会棟 3 階 第 13 会議室（東町一丁目）
※事前に下記問い合わせにお申し込みください。

問い合わせ先　県くらしの安心局消費生活センター（県庁
第 2 庁舎 2 階　東部消費生活相談室） （0857）26-7605

多重債務・ヤミ金融など相談会

※ 7 月分の無料相談は市報 6 月号を参照ください。

　「市民総合相談窓口」では、市民のみなさんが、本庁舎、駅南庁舎、各総合支所のどこにおいで
になられても迅速に相談をお受けできるよう、施設間にテレビ電話などを配置し、担当職員と直
接お話しができるようにしています。そのほか、市役所各課から取り寄せた資料などをその場で
お渡しするなど、サービスの充実に努めています。

　7 月は、「青少年の非行問題に取り組む全国強化月間」
です。家庭、学校、友達、男女交際、進路のことなど相
談に応じています。お気軽にご相談ください。
と　き：月曜日から金曜日 8:30 〜 17:30
　　　　（祝休日、市役所閉庁日を除く）
相談員：少年愛護センター指導員（面談・電話相談）
問い合わせ先　少年愛護センター（吉方温泉三丁目　文化
センター 1階） （0857）22-4318

青少年に関する相談 観光ガイドの仲間大募集！

　観光ガイドは、旅の思い
出づくりをお手伝いしま
す。あなたも仲間に入りま
せんか？一緒に鳥取を PR
しましょう。
　まずは現役ガイドが久松
公園をご案内します！ぜひ
ガイドの面白さを実感して
ください。

と　き　7 月 11 日（土）、9 月 5 日（土）、10 月 11 日（日）
　　　　10:30 〜 11:30（各回共通）
集　合　観光ガイド詰め所「きなんせぇ家」
　　　　（久松公園入り口）
参加費　無料　　定員　各回 10 人
問い合わせ先　鳥取市観光協会 （0857）26-0756
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